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緊急事態宣言に伴う分散登校・登園について（通知）

８月２０日（金）から９月１２日（日）まで、本県が緊急事態宣言の対象地域となりまし
た。
過日お知らせしましたとおり、感染拡大防止に向け、市内小中学校及び幼稚園の分散登校・

登園にご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
つきましては、分散登校・登園にあたり、下記のとおり対応することとしましたので、お知ら

せします。
現在、感染力の強い変異株の感染が拡大していることから、家庭内でもマスクの着用、手洗

い・消毒の徹底、感染が拡大している地域への移動の自粛、食事の際の感染防止の徹底など、
ご家庭での感染防止対策の徹底に努めていただけますようお願いします。
なお、本市の感染状況に応じて、対応につきましては随時変更となります。

記

１ 分散登校・登園期間について
原則各学級半数程度の園児、児童生徒となるように、園・学校が班（A,B班）を編制しま

す。
小中学校では、登校する児童生徒は、学校の授業を受けて学びます。学級の児童生徒が２班

（A,B 班）に分かれて登校し、授業は原則、A,B 班ともに同じ授業を行います。家庭学習と
なる児童生徒は、学校から出された課題（ドリル、プリント、スタディサプリなど）やオンライ
ン配信等により家庭学習をします。小学校３年生から中学生は、家庭学習で利用できるよう、一
人１台端末を持ち帰ります。

小中学校については、８月３０日（月）から９月１０日（金）までの１０日間です。
８月３０日（月）、３１日（火） 始業式 午前中授業、給食なしで下校
９月１日（水）～１０日（金） およそ５校時までの授業。

給食を食べ、およそ 14:00 ～ 15:00 の間で下校

幼稚園については、９月１日（水）から９月１０日（金）までの８日間です。
９月１日（水）、２日（木） 始業式 午前中保育、給食なしで降園
９月３日（金）～１０日（金） 給食を食べてから降園

分散に係る名簿や詳細な下校・降園時刻については、園・学校からの本日以降の説明等により
ご確認ください。

２ 学校での児童生徒の預かりについて
分散登校中の家庭学習日については、感染拡大防止の目的を踏まえ、できる限り家庭での

学習にご協力いただきますようお願いします。
どうしてもやむを得ない場合のみ、学校へ預かりの相談連絡をするようお願いします。た

だし、学校での預かり時間は、８時３０分から１２時までの午前中で（※土日、祝日は除く）、
給食はありません。なお、行き帰りの安全については、保護者の責任において配慮いただき
ますよう、ご理解、ご協力をお願いします。
学童を利用している児童は、学童での学習をお願いします。Wifi 環境の整備については、

学童により異なるため、原則として家庭での学習と同様の学習です。
幼稚園については、預かり保育を継続します。



３ 一人１台端末を活用したオンラインによる学習支援について
小学校１，２年生の家庭学習は、プリントやドリル等を行う家庭学習です。小学校３年以

上では、現在の学校規模や状況等に応じて、実施可能な範囲でのオンライン支援を行う予定
です。
支援の例については、以下のとおりです。

◯事前ダウンロードによるオフラインでのスタディサプリの活用
◯オンラインによるスタディサプリの配信、チャットの活用
◯ロイロノートの活用による課題等の配信、集約 など
なお、オンラインによる配信等についても、１日１時間程度の配信や週に１，２回の配信

となることもあります。ご理解、ご協力をお願いします。

４ 学校と公民館を利用した受信について
オンライン配信については、必ず Wifi 環境が整っていなくても、インターネットにつな

がることができれば受信できます。感染拡大防止の目的を踏まえ、できる限り家庭での学習
にご協力いただきますようお願いします。
家庭での受信がどうしても困難で希望する小学生（３～６年生）は、学校と公民館を利用

できます。利用できる公民館は、通学している学校区にある公民館です。中学生については、
学校を利用できます。
学校、公民館の利用にあたり、行き帰りの安全の配慮や利用の決まりを守るなど、保護者

の責任において利用するようご理解、ご協力をお願いします。公民館の利用時間は、8:30～
13:00ですが、配信時間のみ利用し、３密回避にご協力ください。
なお、学校を利用する場合、保護者は前日までに、その旨を学校へ連絡するようにお願い

します。

５ その他
◯ 本市においても、夏季休業中に児童生徒や保護者の感染件数が増加しており、その多くは家
族間における感染です。特に、従来株より感染力の強い変異株による感染の増加を踏まえ、
今まで以上に身体的距離の確保や消毒の徹底に努めることが求められています。
現在、夏季休業中ですが、２学期の始業に備え、不要不急の外出を控える（特に緊急事態宣

言・まん延防止等重点措置が出された都道府県への移動は極力控える）、食事の際の感染防止の
徹底、換気やマスクの適切な着用など、家庭での感染防止対策についてより一層の徹底をお願
いします。

◯ 夏季休業中も、本人や家族等に体調不良や発熱、風邪症状があった場合には、無理をせず自
宅で療養する（無理をして部活動に参加することも控える）ようにしてください。また、その
旨を必ず学校へ連絡してください。
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